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欠 席 議 員 ０名 

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は、次のとお

りである。 

町 長  池田 勇夫      副 町 長  乾  晃夫 

教 育 長  新谷 芳宏      総 務 部 長  内田  敬 

生活福祉部長  木田 正裕      建設環境部長  南  正好 

上下水道部長  高  秀雄      教 育 次 長  板倉  忠 

会 計 管 理 者  今中 泰行 

 

 

本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。 

議会事務局長  東浦  進      書 記  吉澤  亘 

書 記  増田  稔 
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議 事 日 程 

平成２８年１２月５日（月）午前９時３０分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定について 

日程第 ３ 第４３号議案 職員の退職管理に関する条例制定の件 
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日程第 ７ 第４７号議案 豊能町税条例及び豊能町国民健康保険税条例 

             改正の件 

日程第 ８ 第４８号議案 豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例改 

             正の件 

日程第 ９ 第４９号議案 豊能町農業委員会の選挙による委員の定数条 

             例及び証人等の実費弁償に関する条例改正の 

             件 

日程第１０ 第５０号議案 指定管理者の指定について 

日程第１１ 第５１号議案 平成２８年度豊能町一般会計補正予算の件 

日程第１２ 第５２号議案 平成２８年度豊能町国民健康保険特別会計事 

             業勘定補正予算の件 

日程第１３ 第５３号議案 平成２８年度豊能町介護保険特別会計事業勘 

             定補正予算の件 

日程第１４ 第 ９号認定 平成２８年度豊能町吉川財産区会計歳入歳出 
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日程第１５ 第５４号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

             改正の件 

日程第１６ 第５５号議案 豊能町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に 

             関する条例改正の件 

日程第１７ 第５６号議案 豊能町特別職の職員の給与に関する条例改正 

             の件 

日程第１８ 第５７号議案 豊能町一般職の職員の給与に関する条例改正 

             の件 
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日程第１９ 第５８号議案 平成２８年度豊能町一般会計補正予算の件 

日程第２０ 第５９号議案 平成２８年度豊能町国民健康保険特別会計事 

             業勘定補正予算の件 
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開会 午前９時３０分 

 

○議長（福岡邦彬君） 

  ただいまの出席議員は１３名であります。 

  定足数に達しておりますので、平成２８

年第６回豊能町議会定例会を開会いたしま

す。 

  定例会に当たりまして、池田町長より発

言を求められておりますので、これを許し

ます。 

  池田勇夫町長。 

○町長（池田勇夫君） 

  皆さん、おはようございます。 

  平成２８年度第６回豊能町議会開会に当

たりまして一言御挨拶を申し上げます。 

  実りの秋あっという間に過ぎ去りました。

もう寒波が来る冬が到来してきております。

皆さん方におかれましては、お体に十分御

自愛をいただいて、１２月定例会を乗り切

っていただきたい、このように思います。 

  土曜日でございましたけれども、新名神

箕面トンネルの開通式がございまして、私、

議長、副議長ともどもに出席をさせていた

だきました。詳細にわたっては申し上げる

ことが時間がかかりますので、申し上げま

せんけれども。かなりいい経験をさせてい

ただいたなって言いながら、議長、副議長

と帰ってきたところでございます。新名神

もあと１年すれば半分が開通していくとい

うことでございます。これから先の豊能町

におきましても、やはりこの新名神に従っ

て、何とかこのまちおこしをしていかなく

てはならないなというふうな思いを持って

帰ってきたところでございます。 

  まことに申しわけございませんけれども、

一点御報告がございます。土曜日の１０時

に稲敷から汚染物のドラム缶６本をこちら

のほうに持って帰りました。これにつきま

しても、余野の地域の皆さんには事前にこ

ういう形で持って帰ってくるということを

申し上げて、了解をとっております。ここ

で皆さん方に御報告を申し上げておきたい、

このように思います。汚染物につきまして

は2.４ピコという数字で持って帰ってきて

おりますので、完全無害化ではございませ

んけれども、安全、安心の汚染物であると

いうふうに私は認識しております。ちょう

ど事務所の横に置かせていただいて、きょ

う報道にも報告をしていくということでご

ざいますので、どうか一つよろしく御理解

のほどをいただきたいと、このように思っ

ております。 

  まず、本定例会に議案を提案させていた

だいております。どうか皆さん方に置かれ

ましては、慎重審議いただきまして、御決

定いただきますように、よろしくお願いを

いたしまして、簡単ではございますけれど

も開会の言葉にかえさせていただきます。

どうか一つよろしくお願い申し上げます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  これより、本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  お諮りいたします。 

  議会広報特別委員会より、今会期中にお

ける写真撮影の申し出があります。申し出

どおり、写真撮影を許可することに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  異議なしと認めます。 

  よって今会期中、写真撮影を許可いたし

ます。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行

います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則

第１２７条の規定により、２番・管野英美

子議員及び３番・永谷幸弘議員を指名いた
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します。 

  日程第２「会期の決定について」を議題

といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から１２月２０

日までの１６日間といたしたいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（福岡邦彬君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は、本日から１２月２０日

までの１６日間と決定いたしました。 

  日程第３「第４３号報告 職員の退職管

理に関する条例制定の件」を議題といたし

ます。提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  おはようございます。 

  第４３号議案、職員の退職管理に関する

条例制定の件について御説明申し上げます。 

  議案書の１ページから３ページ、条例の

概要説明資料も合わせてごらん願います。 

  本件は、地方公務員法及び地方独立行政

法人法の一部を改正する法律による地方公

務員法の改正に伴い、職員の退職管理の円

滑な実施を図るため、条例を制定するもの

でございます。 

  それでは、条例の内容について御説明を

申し上げます。第１条は条例の趣旨でござ

います。第２条は国の部長、課長相当職に

ついていた再就職者による働きかけ規制の

規定でございます。営利企業等に再就職し

た元職員のうち、離職した日の５年前の日

より前に国の部長、課長相当職、これは規

則において課長級以上の職員とする予定で

ございますが、それについていた者は、当

該職についていたときに在籍していた執行

機関の組織等の職員に対し、契約等事務で

あって、離職した日の５年前の日より前の

職務に属する者に関し、辞職後２年間職務

上の行為をするよう、またはしないように

要求し、または依頼してはならないとする

ものでございます。 

  第３条は任命権者への再就職情報の届け

出の規定でございます。管理または監督の

地位にある職員、これも規則におきまして

課長級以上の職員とする予定でございます

が、その職員であった者は離職後２年間営

利企業以外の法人、その他の団体の地位に

ついた場合、これは報酬を得る場合に限り

ますが、その場合、または営利企業の地位

についた場合、日々雇い入れられる者とな

った場合、その他規則で定める場合を除き、

再就職情報を届け出なければならないとす

るものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は平成２

９年１月１日から施行するものでございま

す。説明は以上でございます。御審議いた

だき、御決定賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  日程第４「第４４号議案 豊能町附属機

関に関する条例改正の件」を議題といたし

ます。提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第４４号議案、豊能町附属機

関に関する条例改正の件につきまして提案

理由の説明を申し上げます。議案書の４ペ

ージをごらんください。 

  今回の改正は豊能町障害者計画等の策定

についての、調査、審議に関する事務を行

う附属機関を設置するもので、附属機関の

名称は、豊能町障害者計画等策定委員会で

ございます。調査審議の内容は、平成３０

年度を初年度とする第４期障害者計画、第

５期障害福祉計画、第１期障害児福祉計画

の３計画を一体的な作成に関するものでご
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ざいます。 

  第１条第１号の町長の附属機関の表に、

豊能町障害者計画等策定委員会を追加いた

します。施行期日は公布の日でございます。

また、豊能町報酬及び費用弁償条例別表第

２条関係でございますが、障害者計画等策

定委員会委員を追加し、同委員の日額を7,

０００円と定めるものでございます。説明

は以上でございます。御審議をいただき御

決定くださいますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  日程第５「第４５号議案 職員の退職手

当に関する条例改正の件」を議題といたし

ます。提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第４５号議案、職員の退職手当に関する

条例改正の件について御説明申し上げます。

議案書の６ページから８ページ、条例の概

要説明資料も合わせてごらん願います。 

  本件は、雇用保険法等の一部を改正する

法律による国家公務員退職手当法の改正内

容に準じ、失業等給付の給付内容等が変更

されることに伴い、失業者の退職手当につ

いて所用の改正を行うものでございます。

それでは条例の改正内容について御説明申

し上げます。 

  なお、改正内容は、平成２９年１月１日

より６５歳以上の雇用者につきましても、

雇用保険の適応対象となることに伴うもの

でございます。規定の内容といたしまして

は、６５歳以降に採用された職員が退職し

て求職活動をする場合、同職員の退職手当

額が雇用保険法の高年齢求職者給付金対象

相当額に満たない場合、または退職手当の

支給を受けない場合は、高年齢求職者給付

金の支給の条件に従い、退職手当として支

給するというものでございます。 

  また、６５歳以降に採用された職員が退

職して求職活動をする場合、同職員で退職

手当の支給を受けることができる者は、雇

用保険法の求職活動支援費相当額を求職活

動支援費の支給の条件に従い、退職手当と

して支給するというものでございます。附

則といたしまして、この条例は平成２９年

１月１日から施行することと経過措置を規

定するものでございます。説明は以上でご

ざいます。御審議いただき御決定賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  日程第６「第４６号議案 豊能町特別会

計条例改正の件」を議題といたします。提

案理由の説明を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  おはようございます。 

  それでは、第４６号議案、豊能町特別会

計条例改正の件について提案理由の説明を

させていただきます。 

  本件につきましては、生活排水処理事業

特別会計を下水道事業特別会計に統合する

ことに伴い、豊能町特別会計条例の一部を

改正するものでございます。 

  それでは、改訂内容の御説明をいたしま

す。豊能町特別会計条例の第１条第６号、

これは豊能町生活排水処理事業特別会計で

ございますが、豊能町下水道事業特別会計

に統合するため削除をするものでございま

す。 

  また、附則としまして、この条例の施行

日は平成２９年４月１日とし、平成２８年

度中の収入及び支出並びに同年度の決算に

関しましては従前の例によるものでござい

ます。説明は以上でございます。よろしく

御審議賜り、御決定いただきますようお願

いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 
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  日程第７「第４７号議案 豊能町税条例

及び豊能町国民健康保険税条例改正の件」

を議題といたします。提案理由の説明を求

めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第４７号議案、豊能町税条例及び豊能町

国民健康保険税条例改正の件について御説

明申し上げます。 

  議案書の１１ページから２４ページ、条

例の概要説明資料を合わせてごらん願いま

す。本件は地方税法及び所得税法の改正に

伴い、個人住民税、固定資産税、軽自動車

税、国民健康保険税の一部を改正するもの

でございます。以下概要説明資料をもとに

御説明申し上げますので、資料のほうをご

らん願います。 

  今回の改正点は主に４点でございます。

まず１点目は１の①、個人住民税における

医療費控除の特例の創設についてでござい

ます。医療費控除の特例として、医療用か

ら一般用に転用された医薬品について、定

期健康診断の受診など、健康の維持増進や

疾病の予防について、一定の取り組みを行

っていた場合には、その医薬品の購入費用

を控除対象とするものでございます。 

  ２点目は１の②、所得税法等の一部改正

に伴い、特例適用利子等及び特例適用配当

等について住民税を課すものでございます。

特例適用利子及び特例適用配当とは、国内

居住者が外国の銀行から受け取る利子、配

当のことであり、政令により台湾が指定さ

れております。なお、今回の税条例改正に

伴い、国民健康保険税所得割額の算定及び

軽減判定に用いる総所得金額にこれを含め

るものといたします。 

  ３点目は、２番の太陽光発電や風力発電

など、再生エネルギー発電設備に係る固定

資産税に関し、地域決定型の特例措置を規

定するものでございます。 

  ４点目は３番の軽自動車税のグリーン化

特例の延長に伴い規定の整備をするもので、

環境負荷の小さい軽自動車の普及促進を図

るため、電気自動車や燃費基準が一定以上

に達している自動車について、税率を軽減

する措置が平成２８年度に講じられました

が、この特例措置を１年間延長するもので

ございます。 

  資料の４番、国保税は１の②で申し上げ

たとおりでございます。 

  その他としては、延滞金の計算期間の見

直しと、条文整理を行います。 

  なお、この条例の施行期日は特例適用利

子等及び特例適用配当等に係る課税の特例、

及び固定資産税特例措置の追加については、

平成２９年１月１日から。軽自動車税のグ

リーン化特例の延長については、平成２９

年４月１日から。個人住民税に係る医療費

控除の特例については、平成３０年１月１

日からといたします。説明は以上でござい

ます。御審議いただき、御決定賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  日程第８「第４８号議案 豊能町個別排

水処理施設設置及び管理条例改正の件」を

議題といたします。提案理由の説明を求め

ます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  それでは第４８号議案、豊能町個別排水

処理施設設置及び管理条例改正の件につき

まして提案の理由を説明させていただきま

す。 

  本件につきましては、生活排水処理事業

特別会計を下水道事業特別会計に統合する

ことに伴い、消費税法の利用者免除制度の

特例措置制度が適用されなくなるため、消

費税及び地方消費税について規定するもの
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でございます。 

  それでは、条例の内容について御説明申

し上げます。新旧対照表をごらんください。 

  条例第１３条は使用料の徴収の規定で、

使用料は別表ですが、表の下段に備考とし

て使用料の額には消費税及び地方消費税相

当額を含むを加えるものでございます。附

則としまして、この条例は平成２９年４月

１日から適用するものでございます。 

  説明は以上でございます。よろしく御審

議賜り、御決定いただきますようお願い申

し上げます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  日程第９「第４９号議案 豊能町農業委

員会の選挙による委員の定数条例及び証人

等の実費弁償に関する条例改正の件」を議

題といたします。提案理由の説明を求めま

す。 

  南建設環境部長。 

○建設環境部長（南 正好君） 

  第４９号議案、豊能町農業委員会の選挙

による委員の定数条例及び証人等の実費弁

償に関する条例改正の件について御説明い

たします。 

  議案書２７ページをごらんください。今

回の改正は、農業委員会等に関する法律の

一部改正により、農業委員会の委員の選出

方法の変更及び農地利用最適化推進委員の

新設が行われたことに伴い、農業委員会の

委員及び農地利用最適化推進委員の定数等

を定めるものでございます。 

  議案書２８ページから２９ページ、並び

に新旧対照表をごらんください。豊能町農

業委員会の選挙による委員の定数条例から

御説明いたします。農業委員会の選出につ

いては、これまでの公選制から市町村議会

の同意を要件とする市町村長の任命制に改

正されたこと、及び農地利用最適化推進委

員制度が新設されたことにより、条例の題

名を豊能町農業委員会の委員及び農地利用

最適化推進委員の定数条例と改めるもので

ございます。 

  条文につきましては、これまでは定数を

定める一文のみであったものを、第１条に

条例の趣旨を追加し、第２条では農業委員

の定数を１４名と改め、第３条では新設さ

れた農地利用最適化推進委員の定数を４名

としたものでございます。 

  第２条、次の証人等の実費弁償に関する

条例の一部改正につきましては、農業委員

会等に関する法律の条項が変更されたこと

に伴う文言整理でございます。附則におい

て、この条例は公布の日から施行すること

とし、それに伴い現委員に対する経過措置

を定めるとともに、農地利用最適化推進委

員が新設されたことに伴い、豊能町報酬及

び費用弁償条例を一部改正し、同委員の報

酬を年額１０万5,０００円とするものでご

ざいます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き、御決定いただきますようよろしくお願

いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  日程第１０「第５０号議案 指定管理者

の指定について」を議題といたします。提

案理由の説明を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  失礼します。第５０号議案、指定管理者

の指定につきまして提案理由の説明を申し

上げます。議案書３０ページをごらんくだ

さい。 

  本議案は、豊能町立スポーツセンターシ

ートスの指定管理者を地方自治法第２４４

条の２第３項の規定により管理を行わせる

ものを指定したいので、同条第６項の規定

により議会の議決を求めるものでございま

す。今回提案いたします指定管理者は、東
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京都文京区後楽１丁目３番６１号、東京ド

ームグループの代表者であります株式会社

東京ドーム代表取締役社長長岡 勤氏でご

ざいます。当指定に関しましては、現指定

管理契約が平成２９年３月３１日に満了す

ることから、新たに指定管理者を定めるた

め公募を行ったところ、７団体からの応募

がありました。１次審査、２次審査を行っ

た結果、当団体が適正であると認められま

したので、指定管理者として御決定いただ

きたく上程させていただくものでございま

す。指定期間は平成２９年４月１日から平

成３４年３月３１日までの５年間でありま

す。 

  説明は以上です。御審議いただき、御決

定賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（福岡邦彬君） 

  日程第１１「第５１号議案 平成２８年

度豊能町一般会計補正予算の件」を議題と

いたします。提案理由の説明を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  それでは第５１号議案、平成２８年度豊

能町一般会計補正予算の件について御説明

申し上げます。補正予算書の１ページをお

開き願います。 

  平成２８年度豊能町一般会計補正予算第

５回でございます。第１条といたしまして、

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ６億4,

９２０万6,０００円を増額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ７２億4,９１

６万円とするものでございます。補正後の

款、項の区分及び歳入歳出予算の金額は２

ページから４ページの第１表歳入歳出予算

補正に記載のとおりでございます。 

  次に、第２条といたしまして、繰越明許

費の補正でございますが、５ページをお開

き願います。 

  第２表繰越明許費に記載のとおり、地域

防災行政無線整備事業、臨時福祉給付金

（経済対策）給付事業、吉川消防団詰所整

備事業の３事業について、翌年度に繰り越

して執行するものでございます。 

  次に、第３条といたしまして、債務負担

行為の補正でございますが、６ページをお

開き願います。第３表債務負担行為の補正

のとおり、障害者計画等策定事業を追加す

るものでございます。なお、実際の業務は

平成２９年度から開始いたしますので、予

算の執行は平成２９年度予算となるもので

ございます。 

  次に、第４条といたしまして、地方債の

補正でございますが、７ページをごらん願

います。第４表地方債補正のとおり、追加

と変更がございます。 

  まず追加でございますが、地域防災行政

無線整備事業について、地方債を新たに発

行するものでございます。 

  次に変更でございますが、臨時財政対策

債の発行可能額が確定したことに伴い、減

額補正をするものでございます。それでは、

今回の補正内容について、まず歳出から御

説明申し上げます。１６ページをお願いい

たします。 

  款２・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費の２、人事給与管理事業で

ございますが、特別職報酬等審議会を設置

することに伴う委員報酬でございます。 

  次の７基金管理事業でございますが、前

年度繰越金の２分の１を財政調整基金に積

み立てるもの、及び吉川財産区の解散に伴

う財産区会計の残額を、旧吉川財産区基金

に積み立てるものでございます。 

  目５・財産管理費の１、庁舎等管理事業

及び、目７・支所の２、庁舎管理事業でご

ざいますが、いずれも公用車の購入に伴う

入札差金を減額するものでございます。 
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  目１０・防災諸費の２、防災対策事業で

ございますが、地域防災行政無線の整備に

係る費用を補正するものでございます。な

お、本件は翌年度に繰り越して執行いたし

ます。 

  目１１・自治振興費の２、防犯等事務事

業でございますが、地域の防犯ボランティ

アの拠点となる地域安全センターにおいて

購入する物品に対して補助を行うものでご

ざいます。 

  次に１７ページの款３・民生費、項１・

社会福祉費、目１・社会福祉総務費の１、

人件費事業及び一番下の１３、臨時福祉給

付金（経済対策分給付事業）でございます

が、消費税の引き上げに伴う家計への負担

を軽減するため、臨時福祉給付金の経済対

策分に係る費用でございます。なお、本件

は翌年度に繰り越しをいたします。 

  ２、国民健康保険特別会計事業勘定繰越

金事業でございますが、基盤安定制度に係

る国、府支出金と、精神・結核医療給付費

の増額に伴い特別会計へ繰り出し金を補正

するものでございます。 

  ７、障害者自立支援事業と１２、臨時福

祉給付金等給付事業につきましては、事業

確定に伴う国、府への償還金でございます。 

  １０、障害者福祉事務事業でございます

が、障害者計画の策定に係る費用及びマイ

ナンバー制度に伴う障害福祉システムの改

修に係る費用でございます。 

  １１、障害児福祉事務事業でございます

が、障害児通所支援事業に係る給付費の増

額に伴う費用及び事業確定に伴う国、府へ

の償還金でございます。 

  次に１８ページをお願いいたします。目

２・老人福祉費の３、介護保険特別会計事

業勘定繰り出し金事業でございますが、介

護保険総合システムの整備費用を特別会計

へ繰り出すものでございます。 

  次の１０、地域介護福祉空間整備推進事

業でございますが、国の補助金を活用して、

介護サービス事業者が介護支援用ロボット

を整備する費用に対して補助するものでご

ざいます。項２・児童福祉費、目３・児童

措置費の２児童手当支給事業及び１９ペー

ジの項３・国民年金費、目１・国民年金事

務取扱費の２、国民年金事業につきまして

はともに事業費確定に伴う国への償還金で

ございます。款４・衛生費、項１・保健衛

生費、２予防費の２成人健康増進事業費で

ございますが、マイナンバー制度に伴い予

防接種システムを改修するものでございま

す。 

  次に２０ページをお願いいたします。項

２・清掃費、目１塵芥処理費の２、広域ご

み処理事業でございますが、豊能郡環境施

設組合に対する負担金でございます。款

９・消防費、項１・消防費、目２・非常備

消防費の１、消防団活動事業でございます

が、吉川消防分団の詰所新築移転工事に係

る設計業務及び土地購入費でございます。

なお、本件は翌年度に繰り越して執行をい

たします。２１ページの款１０・教育費、

項１・教育総務費、目２・事務局費の１１、

子ども子育て支援事業につきましては、事

業費確定に伴う国への償還金でございます。

歳出の説明は以上でございます。 

  次に歳入について御説明申し上げます。

１１ページをお開きください。 

  款９・地方特例交付金及び款１０・地方

交付税の普通交付税でございますが、いず

れも交付額の確定に伴う補正でございます。

１２ページをお願いいたします。款１４・

国庫支出金、項１・国庫負担金、目１・民

生費国庫負担金、節１・社会福祉総務費国

庫負担金の１、国民健康保険基盤安定繰入

金国庫負担金でございますが、基盤安定負

担金の国庫分でございます。 
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  次の３、障害児施設措置費給付等国庫負

担金でございますが、障害児通所支援事業

の給付にかかる国庫負担金でございます。

節４・児童措置費国庫負担金の１、児童手

当国庫負担金でございますが、平成２７年

度事業費の確定に伴う交付でございます。

項２・国庫補助金、目１・総務費国庫補助

金の節３・電子計算費国庫補助金でござい

ますが、マイナンバー制度に伴うシステム

改修事業に対して交付されるものでござい

ます。目２・民生費国庫補助金の節１・社

会福祉総務費国庫補助金でございますが、

臨時福祉給付金の経済対策分に対して交付

されるものでございます。 

  次の節２・老人福祉費国庫補助金でござ

いますが、介護サービス事業者による介護

支援用ロボットの整備費用に対して補助に

対して交付されるものでございます。 

  次に１３ページの款１５・府支出金、項

１・府負担金、目１・民生費負担金、節

１・社会福祉総務費府負担金の１、国民健

康保険基盤安定繰入金府負担金でございま

すが、基盤安定負担金の府費分でございま

す。 

  次の３、障害児施設措置費（給付費等府

負担金）でございますが、障害児通所支援

事業の給付にかかる府負担金でございます。 

  次に、項２・府補助金、目１・総務費府

補助金の節４・自治振興費府補助金でござ

いますが、地域安全センターの物品購入に

補助する費用に対して交付されるものでご

ざいます。 

  １４ページをお願いいたします。 

  款１８・繰入金、項１・基金繰入金、目

１・財政調整基金繰入金でございますが、

今回の補正の財源調整として減額するもの

でございます。目５・旧吉川財産区基金繰

入金でございますが、吉川消防分団の詰所

新築移転工事に係る費用の財源として繰り

入れるものでございます。項３・財産区繰

入金、目１・吉川財産区繰入金でございま

すが、吉川財産区の解散に伴い、財産区会

計の残額を旧吉川財産区基金へ積み立てる

財源として繰り入れるものでございます。 

  最後に１５ページをお願いいたします。

款１９・繰越金は前年度繰越金の確定に伴

うものでございます。款２１詳細は７ペー

ジの第４表地方債補正のところで御説明を

申し上げたとおりでございます。 

  説明は以上でございます。御審議をいた

だき、御決定いただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  日程第１２「第５２号議案 平成２８年

度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補

正予算の件」を議題といたします。提案理

由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第５２号議案、平成２８年度

豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正

予算の件第２回につきまして、提案理由の

説明をいたします。補正予算書の１ページ

をお開き願います。平成２８年度、豊能町

国民健康保険特別会計事業勘定補正予算第

２回でございます。第１条といたしまして、

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ８２

万9,０００円を増額し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ３４億8,１２１万8,０００円

とするものでございます。 

  それでは歳出より御説明申し上げます。

７ページをごらん願います。 

  款２・保険給付費、項６・精神結核医療

給付費、目１・精神結核医療給付費の３４

万6,０００円は精神結核医療費に不足が生

じる見込みであるため。また、款８・保健

事業費、項１・特定健康診査等事業費、目

１・特定健康診査等事業費の４８万3,００
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０円は平成２７年度の特定健康診査事業費

の確定により、国、府への償還のためそれ

ぞれ補正するものでございます。 

  続いて歳入の説明をさせていただきます。

６ページをお開きください。款８・繰入金、

項１・他会計繰入金、目１・一般会計繰入

金は応益割保険税の軽減対象者数に応じた

保険者への財政支援が昨年度から公費追加

で恒久化されたことにより、増額となった

保険基盤安定負担金を受け入れた一般会計

から町の負担分４分の１を上乗せして国保

会計に繰り入れるものですが、ルール分以

外のその他繰り入れ解消のための減額を差

し引いた３４万6,０００円を歳出で説明い

たしました精神結核医療給付費の財源とす

るものでございます。款９・繰越金、項

１・繰越金、目２・その他繰越金の４８万3,

０００円は歳出で説明いたしました特定健

康診査事業費の確定による償還金の財源と

するものでございます。 

  説明は以上です。御審議をいただき、御

決定くださいますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  日程第１３「第５３号議案 平成２８年

度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予

算の件」を議題といたします。提案理由の

説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第５３号議案、平成２８年度豊能町介護

保険特別会計事業勘定補正予算の件第２回

について提案理由の説明をいたします。補

正予算書の１ページをお開き願います。平

成２８年度豊能町介護保険特別会計事業勘

定補正予算第２回でございます。第１条と

いたしまして、既定の歳入歳出予算の総額

にそれぞれ7,５９６万円を増額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ２１億1,１２８万6,

０００円とするものでございます。第２条

といたしまして債務負担行為の補正であり

ますが、４ページをお開きください。第２

表、債務負担行為補正の記載のとおり、介

護保険計画策定事業及び介護保険システム

整備事業について追加するものでございま

す。このうち、介護保険計画策定事業の実

際の業務は、平成２９年度からの開始とな

りますので、予算執行は平成２９年度予算

からとなるものでございます。それでは今

回の補正内容について、歳出より説明させ

ていただきます。８ページをお開きくださ

い。 

  款１・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費、介護保険事務事業の９７

２万円でありますが、法に基づき来年度か

ら実施する総合事業に対応するため、総合

事業システムを整備するものでございます。

この事業につきましては、４ページで説明

をいたしました債務負担行為による事業で

ございます。 

  款５・基金積立金、項１・基金積立金、

目１・介護給付費準備基金積立金の6,６２

４万円は、平成２７年度介護保険料の余剰

分を積み立てるものでございます。 

  次に、歳入の説明をさせていただきます。

７ページをごらんください。款７・繰入金、

項１・一般会計繰入金、目４・その他一般

会計繰入金の１、事務費繰入金であります

が、歳出で説明申し上げた介護保険総合シ

ステムの整備をする費用について一般会計

から繰り入れるものでございます。 

  款９・繰越金、項１・繰越金、目１・繰

越金の１、前年度繰越金6,６２４万円は平

成２７年度決算における繰越金で、基金に

積み立てる財源とするものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議をいた

だき、御決定くださいますよう、よろしく

お願いいたします。 
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○議長（福岡邦彬君） 

  日程第１４「第９号認定 平成２８年度

豊能町吉川財産区会計歳入歳出決算の認定

について」を議題といたします。提案理由

の説明を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  第９号認定、平成２８年度豊能町吉川財

産区会計歳入歳出決算の内容につきまして、

概要を延べ提案説明とさせていただきます。

本件につきましては、地方自治法第２３３

条第３項の規定により、別冊の監査委員の

決算審査意見書をつけまして、議会の認定

にするものでございます。 

  それでは、平成２８年度大阪府豊能郡豊

能町吉川財産区会計歳入歳出決算書をお開

き願います。決算書の１ページをごらんい

ただきたいと思います。歳入合計は１億3,

２６４万1,５８５円、歳出合計は１億3,２

６４万1,５８５円で、差引残高はゼロ円で

ございます。 

  ２ページをお願いいたします。歳入は款

１・財産収入３万2,７７６円で、基金の解

約で生じました利息と普通預金の解約に伴

う利息の合計でございます。款２・繰入金

１億3,２３６万2,９７０円は基金解約後の

総額でございます。款３・繰越金２４万5,

８３９円は前年度からの繰越金でございま

す。 

  ３ページをごらんいただきたいと思いま

す。歳出は款１・議会費１８万1,２４９円

は議員７名の報酬で、４月から８月の５カ

月分を支払ったものでございます。款２・

総務費３万5,９７３円は、基金の解約で生

じた利息と財産区が所有していた全ての土

地６筆の所有権移転登記手続に要した印紙

代でございます。款３・諸支出金１億3,２

４２万4,３６３円は、基金及び一般会計分

を合わせました総額で、豊能町一般会計へ

繰り出したものでございます。なお、地方

自治法施行令第１６６条第２項に規定いた

します、歳入歳出決算事項別明細書、実質

収支に関する調書及び財産に関する調書は

４ページから１２ページに記載をしている

とおりでございます。 

  以上簡単でございますが、決算の概要と

説明をさせていただきます。御審議の上、

御認定を賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  日程第１５「第５４号議案 職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する条例改正の

件」を議題といたします。提案理由の説明

を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第５４号議案、職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例改正の件について御説

明申し上げます。これよりは追加してお配

りした議案書をごらん願いたいと思います。

追加議案書の１ページから３ページ、条例

の概要説明資料も合わせてごらん願います。 

  本件は、国において行われる一般職の職

員の給与に関する法律等の一部を改正する

法律による一般職の職員の勤務時間、休暇

等に関する法律の改正内容に準じ、介護の

ため１日の勤務時間の一部につき、勤務し

ないことが相当であると認められる場合に

おける休暇の新設等を行うものでございま

す。 

  それでは、条例の改正内容について御説

明申し上げます。第１１条の休暇の種類に

介護時間を新設し、第１５条の２では、介

護時間の措置内容として職員が要介護者を

介護するため、１日の勤務時間の一部につ

いて勤務しないことが相当であると認めら

れる場合に、連続する３年の期間内におい

て１日につき２時間を超えない範囲内で勤
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務しないことを承認できる制度とし、介護

時間を承認され、勤務しなかった時間は無

給とするものでございます。 

  第１５条では、介護休暇を請求できる期

間につきまして、現行では１つの要介護状

態ごとに当初請求期間の延長期間３月を加

え、連続する６月の範囲内としていますが、

これを通算して６月の期間内として、３回

まで分割できるように改正するものでござ

います。 

  また、第１６条では、休暇等の承認に介

護時間を追加するものでございます。附則

といたしまして、この条例は平成２９年１

月１日から施行することと、この条例の経

過措置を定めるものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き、御決定賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  日程第１６「第５５号議案 豊能町議会

議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例改正の件」を議題といたします。提案理

由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第５５号議案、豊能町議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例改正の件に

ついて御説明申し上げます。追加の議案書

の４ページ、５ページと条例の概要資料も

合わせてごらん願います。本件は国におい

て行われる一般職の国家公務員等の期末勤

勉手当に関する措置内容に鑑み、町議会議

員の期末手当の支給月数の改定を行うもの

でございます。 

  それでは、条例の改正内容について申し

上げます。第１条では今年度１２月期の期

末手当を0.２月分引き上げ、2.３２５月分

とするもので、これにより年間の支給月数

を4.３月分とするものでございます。これ

は昨年度0.１月分の引き上げを見送ったこ

とから、今年度の0.１月分を加え、0.２月

分の引き上げとするものでございます。 

  次に第２条では、来年度以降の期末手当

の支給月数の配分を改訂し、６月期は0.１

月分引き上げ、2.０７５月分とし、１２月

期は0.１月分引き下げ2.２２５月分とする

ものでございます。附則といたしまして、

この条例の施行日及び適用日を定めるもの

でございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き、御決定賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  日程第１７「第５６号議案 豊能町特別

職の職員の給与に関する条例改正の件」を

議題といたします。提案理由の説明を求め

ます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第５６号議案、豊能町特別職の職員の給

与に関する条例改正の件について御説明申

し上げます。議案書の６ページ、７ページ

と、条例の概要説明資料を合わせてごらん

願います。 

  本件は、国において行われる一般職の国

家公務員等の期末勤勉手当に関する措置内

容に準じて町長、副町長及び教育長の期末

手当の支給月数の改定を行うものでござい

ます。 

  それでは、条例の内容について御説明を

申し上げます。第１条では、今年度１２月

期の期末手当を0.２月分引き上げ2.３２５

月分とするもので、これにより年間の支給

月数を4.３月分とするものでございます。

これは昨年度0.１月分の引き上げを見送っ

たことから、今年度の0.１月分を加え、0.

２月分の引き上げとするものでございます。 

  次に第２条では、来年度以降の期末手当
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の支給月数の配分を改訂し、６月期は0.１

月分引き上げ2.０７５月分とし、１２月期

は0.１月分引き下げ、2.２２５月分とする

ものでございます。附則としまして、この

条例の施行日及び適用日を定めるものでご

ざいます。 

  説明は以上でございます。御審議をいた

だき、御決定賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  日程第１８「第５７号議案 豊能町一般

職の職員の給与に関する条例改正の件」を

議題といたします。提案理由の説明を求め

ます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第５７号議案、豊能町一般職の職員の給

与に関する条例改正の件について御説明申

し上げます。議案書の８ページ以降と条例

の概要説明資料を合わせてごらん願います。 

  本件は、国において行われる一般職の職

員の給与に関する法律等の一部を改正する

法律の改正内容に準じ、一般職の職員の給

与の改定等を行うものでございます。 

  それでは、条例の改正内容について御説

明申し上げます。まず第１条でございます

が、第２３条第２項では、１２月の勤勉手

当支給月数を0.１月、再任用職員について

は0.０５月それぞれ引き上げ、期末勤勉手

当の年間支給月数を4.３月に、再任用職員

については2.２５月とするものでございま

す。附則第１１項では、勤勉手当の支給月

数の改定に伴い、特定職員、これは５５歳

以上で６級以上の職員を指しますが、その

特定職員の勤勉手当の調整率を改訂するも

のでございます。給料表では、別表第１、

行政職給料表を引き上げて改訂し、平均改

訂率を0.２％とするものでございます。ま

た別表第２、医療職給料表についても、行

政職給料表との均衡を基本に引き上げるも

のでございます。 

  次に、第２条でございますが、第１３条

では扶養手当を見直し、配偶者に係る手当

額を月額１万3,０００円から6,５００円に

減額し、子に係る手当額を6,５００円から

１万円に引き上げるものでございます。 

  また、この見直しに伴い、第１３条及び

第１４条において扶養手当の規定の整理等

を行うものでございます。第２３条第２項

では、勤勉手当の支給配分を改訂するもの

で、これにより期末勤勉手当の６月期、１

２月期の支給配分が改訂となるものでござ

います。附則第１１項では、勤勉手当の支

給配分の改定に伴い、特定職員の勤勉手当

の調整率を改訂するものでございます。な

お、附則としまして、この条例は公布の日

から施行するものでございますが、第１条

の給料表の改定は、平成２８年４月１日か

ら、同条の勤勉手当の支給月数の引き上げ

は平成２８年１２月１日から適用するもの

でございます。 

  また、第２条の規定は、平成２９年４月

１日から施行するものでございますが、扶

養手当の月額につきましては特例措置を設

けるものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き、御決定賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  日程第１９「第５８号議案 平成２８年

度豊能町一般会計補正予算の件」を議題と

いたします。提案理由の説明を求めます。 

  乾副町長。 

○副町長（乾 晃夫君） 

  第５８号議案、平成２８年度豊能町一般

会計補正予算の件について御説明申し上げ

ます。補正予算書の１ページをお開き願い

ます。平成２８年度、豊能町一般会計補正
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予算第６回でございます。第１条といたし

まして、既定の歳入歳出予算の総額にそれ

ぞれ1,７８４万円を増額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ７２億6,７００

万円とするものでございます。補正後の款、

項の区分及び歳入歳出予算の金額は２ペー

ジから４ページの第１表歳入歳出予算補正

に記載のとおりでございます。今回の補正

は、人事異動及び人事院勧告に伴います人

件費の補正でございます。 

  簡単でございますが、説明は以上でござ

います。御審議をいただき、御決定賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（福岡邦彬君） 

  日程第２０「第５９号議案 平成２８年

度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補

正予算の件」を議題といたします。提案理

由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第５９号議案、平成２８年度豊能町国民

健康保険特別会計事業勘定補正予算の件に

ついて、提案理由の説明を申し上げます。

補正予算書の１ページをお開き願います。

平成２８年度、豊能町国民健康保険特別会

計事業勘定補正予算第３回でございます。

第１条といたしまして、既定の歳入歳出予

算の総額にそれぞれ１５万8,０００円を増

額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３４

億8,１３７万6,０００円とするものでござ

います。 

  それでは、歳出より説明申し上げます。

６ページをお開きください。款１・総務費、

項１・総務管理費、目１・一般管理費の１

５万8,０００円は第５８号議案にありまし

た人事異動及び人事院勧告に伴う人件費の

補正でございます。 

  次に、歳入について説明申し上げます。

５ページをごらんください。款８・繰入金、

項１・他会計繰入金、目１・一般会計繰入

金の１５万8,０００円は歳出の職員給与費

等の全額を一般会計から繰り入れるもので

ございます。 

  説明は以上です。御審議をいただき、御

決定くださいますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（福岡邦彬君） 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  次回は、明日１２月６日午前９時３０分

より会議を開きます。 

  本日はどうもお疲れさまでございました。 

 

散会 午前１０時３５分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

会議録署名議員の指名 

会期の決定について 

第４３号報告 職員の退職管理に関する条例制定の件 

第４４号報告 豊能町附属機関に関する条例改正の件 

第４５号議案 職員の退職手当に関する条例改正の件 

第４６号議案 豊能町特別会計条例改正の件 

第４７号議案 豊能町税条例及び豊能町国民健康保険健康保険税条例改正 

       の件 

第４８号議案 豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例改正の件 

第４９号議案 豊能町農業委員会の選挙による委員の定数条例及び証人等 

       の実費弁償に関する条例改正の件 

第５０号議案 指定管理者の指定について 

第５１号議案 平成２８年度豊能町一般会計補正予算の件 

第５２号議案 平成２８年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予 

       算の件 

第５３号議案 平成２８年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算の 

       件 

第 ９号認定 平成２８年度豊能町吉川財産区会計歳入歳出決算の認定に 

       ついて 

第５４号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例改正の件 

第５５号議案 豊能町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改 

       正の件 

第５６号議案 豊能町特別職の職員の給与に関する条例改正の件 

第５７号議案 豊能町特別職の職員の給与に関する条例改正の件 

第５８号議案 平成２８年度豊能町一般会計補正予算の件 

第５９号議案 平成２８年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予 

       算の件 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ２番 

 

        同    ３番 

 


